
 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和３年３月５日）（新旧対照表） 

（主な変更点）  

（下線部分は改定箇所） 

変 更 案 現  行 

序文 

（略） 

政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化

するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

（以下「まん延防止等重点措置」という。）の創設などを

含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改

正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立

した。これにより改正された法は令和３年２月 13日に施

行された。 

 令和３年２月 26日には、感染状況や医療提供体制・公

衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行

い、３月１日以降については、法第 32条第３項に基づき、

緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川

県の４都県に変更することとした。（削除） 

 

 

序文 

（略） 

政府は、新型コロナウイルス感染症に係る対策を強化

するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置

（以下「まん延防止等重点措置」という。）の創設などを

含む新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改

正する法律案を国会に提出し、令和３年２月３日に成立

した。これにより改正された法は令和３年２月 13日に施

行された。 

その後、令和３年２月 26日に、感染状況や医療提供体

制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評

価を行い、３月１日以降については、法第 32条第３項に

基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び

神奈川県の４都県に変更することとした。これらの都県

については、引き続き、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況を見極めつつ、緊急事態措置
１ 
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その後、令和３年３月５日に、感染状況や医療提供体

制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評

価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き続き埼玉県、

千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区

域とし、これらの区域において緊急事態措置を実施すべ

き期間を令和３年３月 21日まで延長することとした。こ

れらの都県については、対策の更なる徹底を図るととも

に、感染の再拡大を防止するための取組を進めていくこ

ととする。 

また、緊急事態措置が解除された府県においては、感

染の再拡大を防止するため、効果的な感染防止策を講じ

ることとする。 

 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

 

を実施すべき期間の終期である令和３年３月７日に向け

て、感染防止策の更なる徹底を図っていく。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、緊急事態措置が解除された府県においては、感

染の再拡大を防止するため、効果的な感染防止策を講じ

ることとする。 

 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 
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 令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公

衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行

い、２月８日以降については、法第 32条第３項に基づき、

緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10

都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急

事態措置を実施すべき期間を令和３年３月７日まで延長

した。 

 令和３年２月 26日には、感染状況や医療提供体制・公

衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行

い、３月１日以降については、法第 32条第３項に基づき、

緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川

県の４都県に変更することとした。 

その後、令和３年３月５日に、感染状況や医療提供体

制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評

価を行い、法第 32条第３項に基づき、引き続き埼玉県、

千葉県、東京都及び神奈川県の４都県を緊急事態措置区

域とし、これらの区域において緊急事態措置を実施すべ

き期間を令和３年３月 21日まで延長することとした。 

 

 令和３年２月２日には、感染状況や医療提供体制・公

衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行

い、２月８日以降については、法第 32条第３項に基づき、

緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の 10

都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急

事態措置を実施すべき期間を令和３年３月７日まで延長

した。 

 その後、令和３年２月 26日に、感染状況や医療提供体

制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評

価を行い、３月１日以降については、法第 32条第３項に

基づき、緊急事態措置区域を埼玉県、千葉県、東京都及び

神奈川県の４都県に変更することとした。 
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二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

（略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１）（略） 

（２）サーベイランス・情報収集 

①（略） 

②（略） 

都道府県は、医療機関等の関係機関により構成され

る会議体を設けること等により、民間の検査機関等の

活用促進を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調

整等を図る。さらに、厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び

抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、

これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑

に検査を行い、感染が拡大している地域においては、

医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に対し、Ｐ

ＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を

進めるとともに、院内・施設内感染対策の強化を図る。

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

（略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１）（略） 

（２）サーベイランス・情報収集 

①（略） 

②（略） 

都道府県は、医療機関等の関係機関により構成され

る会議体を設けること等により、民間の検査機関等の

活用促進を含め、ＰＣＲ検査等の実施体制の把握・調

整等を図る。さらに、厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び

抗原検査の役割分担について検討・評価を行う。また、

これらを踏まえ、検査が必要な者に、より迅速・円滑

に検査を行い、感染が拡大している地域においては、

医療・介護従事者、入院・入所者等関係者に対し、Ｐ

ＣＲ検査等による幅広い検査の実施に向けて取組を

進めるとともに、院内・施設内感染対策の強化を図る。
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特定都道府県に対し、感染多数地域における高齢者施

設の従事者等の検査の集中的実施計画を策定し、令和

３年３月までを目途に実施するとともに、その後も地

域の感染状況に応じ定期的に実施するよう求める。ま

た、政府は、緊急事態宣言措置区域であった都道府県

等と連携しつつ、再度の感染拡大の予兆や感染源を早

期に探知するため、幅広い PCR検査等（モニタリング

検査）やデータ分析を実施する。政府と都道府県等で

協働して今後の感染拡大局面も見据えた準備を進め

るため、厚生労働省は、財政的な支援をはじめ必要な

支援を行い、都道府県等は、相談・検体採取・検査の

一連のプロセスを通じた対策を実施する。また、社会

経済活動の中で希望により受ける民間検査について

は、感染症法第 16条の２に基づき、民間検査機関に

精度管理や提携医療機関の決定等の協力を求めるこ

となどにより環境整備を進めていく。 

③～⑩（略） 

（３）まん延防止 

１）～10）（略） 

11）クラスター対策の強化 

特定都道府県に対し、感染多数地域における高齢者施

設の従事者等の検査の集中的実施計画を策定し、令和

３年３月までを目途に実施するとともに、その後も地

域の感染状況に応じ定期的に実施するよう求める。政

府と都道府県等で協働して今後の感染拡大局面も見

据えた準備を進めるため、厚生労働省は、財政的な支

援をはじめ必要な支援を行い、都道府県等は、相談・

検体採取・検査の一連のプロセスを通じた対策を実施

する。また、社会経済活動の中で希望により受ける民

間検査については、感染症法第 16 条の２に基づき、

民間検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等の

協力を求めることなどにより環境整備を進めていく。 

 

 

 

 

③～⑩（略） 

（３）まん延防止 

１）～10）（略） 

11）クラスター対策の強化 
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①・②（略） 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力

して、特に、感染拡大の兆候が見られた場合には、

専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣

を行う。 

なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所に

おける積極的疫学調査に係る人員体制が不足する

などの問題が生じた場合には、都道府県は関係学

会・団体等の専門人材派遣の仕組みであるＩＨＥ

ＡＴ（ Infectious disease Health Emergency 

Assistance Team）の活用や、厚生労働省と調整し、

他の都道府県からの応援派遣職員の活用等の人

材・体制確保のための対策を行う。感染拡大に伴う

優先度を踏まえた積極的疫学調査については、感

染状況の改善に伴い改めて対応を強化する。その

際には、ＩＨＥＡＴの積極的な活用も図りながら、

変異株への対応といった観点も踏まえつつ、感染

源の推定のための調査を含めた強化を図る。 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の

専門的業務を十分に実施できるよう保健所の業務

①・②（略） 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力

して、特に、感染拡大の兆候が見られた場合には、

専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣

を行う。 

なお、感染拡大が顕著な地域において、保健所に

おける積極的疫学調査に係る人員体制が不足する

などの問題が生じた場合には、都道府県は関係学

会・団体等の専門人材派遣の仕組みであるＩＨＥ

ＡＴ（ Infectious disease Health Emergency 

Assistance Team）の活用や、厚生労働省と調整し、

他の都道府県からの応援派遣職員の活用等の人

材・体制確保のための対策を行う。（新設） 

 

 

 

 

 

また、都道府県等が連携し、積極的疫学調査等の

専門的業務を十分に実施できるよう保健所の業務
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の重点化や人材育成等を行うこと、保健所業務の

外部委託の活用、ＩＨＥＡＴの積極的な活用、人材

確保の好事例の横展開等により、保健所の体制を

強化し、感染拡大時に即応できる人員体制を平時

から整備する。 

④～⑥（略） 

12）（略） 

（４）～（６）（略） 

の重点化や人材育成等を行うこと等により、感染

拡大時に即応できる人員体制を平時から整備す

る。 

 

 

④～⑥（略） 

12）（略） 

（４）～（６）（略） 

 


